
条項 改正前 改正後 施行時期

（用語の定義）

第２条

◆開発等　条例第33条の開発等事業、条例第56条第１項の大規模開発等事業及び条例第67条第１項の小規模開発等

事業
◆まちづくり案件　開発等事業、条例第56条第１項の大規模開発等事業及び小規模開発等事業 公布の日から

（近隣住民等への配慮）

第３条第１項

◆隣地境界線から建築物の外壁までの水平距離を50センチメートル以上とすること。 ◆隣地境界線から建築物の外壁までの水平距離を50センチメートル以上とすること。ただし、商業地域及び近隣商業

地域で行う事業のうち、隣接する建築物の所有者が同意していることを証する書面を提出するときには、50センチ

メートル未満とすることができること。

公布の日から

（環境に配慮した住宅）

第７条

◆省資源、省エネルギー型の設備機器を使用すること。

◆太陽熱又は太陽光等の自然エネルギーの活用を図ること。
◆第７条から削除し、第７条の２に追加 令和５年４月１日から

（脱炭素への貢献）

第７条の２
新規規定追加

◆市が2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロに取り組む「ゼロカーボンシティ」を目指していることを踏まえ、事業

者は、建築しようとする建築物について次の６つの事項を遵守するものとする。

・住宅用太陽光発電設備の積極的な設置

・エネルギー消費性能基準に適合させること

・電気自動車等の充電設備等の設置

・判断基準を満たす特定エネルギー消費機器等（エアコン、電気便座、ヒートポンプ給湯器等）の設置

・判断基準を満たす特定熱損失防止建築材料（サッシ・ガラス）の使用

・ZEH・ZEB水準の省エネルギー性能の確保

令和５年４月１日から

（宅地の区画割）

第10条第２項

◆事業者は、一宅地の区画面積を最低100平方メートル以上確保するとともに、境界石を埋設し土地の境界を明示す

るものとする。ただし、第一種低層住居専用地域（地区計画の区域内を除く。この条において同じ。）において事業

施行面積が1、000平方メートル以上の場合は、原則として一宅地の区画面積を最低125平方メートル以上確保すると

ともに、境界石を埋設し土地の境界を明示するものとする。

◆事業者は、開発等事業又は大規模開発等事業を行うときには、一宅地の区画面積を最低100平方メートル以上確保

するとともに、境界石を埋設し土地の境界を明示するものとする。ただし、第一種低層住居専用地域（地区計画の区

域内を除く。この条において同じ。）において事業施行面積が1、000平方メートル以上の場合は、原則として一宅地

の区画面積を最低125平方メートル以上確保するとともに、境界石を埋設し土地の境界を明示するものとする。

公布の日から

（小規模開発等事業における

宅地開発事業の基準）

第10条の２

新規規定追加

◆事業者は、条例第67条第１項第４号の宅地開発事業に当たり、次の３つの事項を遵守するものとする。

・事業者は、事業区域に隣接する道路に側溝を整備すること。

・事業者は、事業区域内の緑化の推進を図ること。

・事業者は、事業区域内の雨水流出抑制施設設置の推進を図ること。

令和５年４月１日から

（集合住宅の建築に関する基

準）

第11条第１項

◆事業者は、住生活基本法（平成18年法律第61号）第15条に規定する住生活基本計画（全国計画）に基づく都市居

住型誘導居住面積水準の規模を確保すること。この場合において、単身者向け住戸の最低専用床面積（建築物の柱

芯、壁芯、窓サッシ芯等により囲まれた区画の水平投影面積をいう。ただし、パイプスペース、メーターボックス、

バルコニー等の面積を除く。）は、25平方メートル以上とすること。

◆事業者は、住生活基本計画（全国計画）（平成28年３月18日付け閣議決定）に基づく都市居住型誘導居住面積水準

の規模を確保すること。この場合において、単身者向け住戸の最低専用床面積（建築物の柱芯、壁芯、窓サッシ芯等

により囲まれた区画の水平投影面積をいう。ただし、パイプスペース、メーターボックス、バルコニー等の面積を除

く。）は、25平方メートル以上とすること。

◆事業区域に隣接する道路に側溝を整備すること。

◆事業区域内の雨水流出抑制施設設置の推進を図ること。

令和５年４月１日から

（小規模開発等事業における

建築の基準）

第12条の２

新規規定追加

◆事業者は、条例第67条第１項第２号の建築に当たり、次の５つの事項を遵守するものとする。

・事業区域内に廃棄物保管場所を設置

・事業区域内に駐輪場を設置

・事業区域内の緑化の推進を図る

・事業区域に隣接する道路に側溝を整備

・事業区域内の雨水流出抑制施設設置の推進を図る

令和５年４月１日から

（道路等）

第14条第２項
新規規定追加

◆新設する道路は、起点及び終点が公道に接続している通り抜け道路を原則とする。この場合において、事業区域内

に通り抜け道路を築造するときには、第10条第２項ただし書の規定を適用しないことができる。
公布の日から

（生産緑地地区）

第17条の２
新規規定追加

◆生産緑地地区に指定されている土地において、生産緑地地区から転用して、まちづくり案件の手続を行う場合に

は、生産緑地法（昭和49年法律第68号）第14条の規定による行為制限の解除後に手続を進めるものとする。

◆まちづくり案件の手続を進める場合には、既存の住環境との調和を図るよう、第17条第４項に規定する緑化の整備

に加えて、緑の保全及び創出を行うものとする。

令和５年４月１日から

（防災まちづくり）

第22条

(１)　防火対策

・【全て】耐震性防火貯水槽の設置

・【全て】街頭消火器の設置

・延焼防止対策

(２)　水防対策

・【全て】雨水流出抑制施設の設置

・【全て】地下構造を有する建築物を建築するときは、土のうや排水ポンプを常設する等の対策

(３)　震災対策

・【全て】飛散防止及び落下防止対策

・【全て】ブロック塀等の設置の留意

・【集合住宅】災害備蓄倉庫の設置

◆それぞれ次の項目を追加

（１）　防火対策

・【戸建て】消防法に定める防火対象物以外の住宅への消火器設置

（２）水防対策

・【全て】ハザードマップの想定浸水域に基づく浸水対策

・【集合住宅】浸水地区に建築等を行う場合は、上階に避難できる場所を確保（15戸以上の集合住宅（単身者向けは

30戸）

・【全て】地下構造を有する建築物を建築するときは、止水板や排水ポンプを常設する等の対策

（３）震災対策

・【全て】感震ブレーカーの設置

令和５年４月１日から

狛江市まちづくり指導基準を改正しました！ ～令和４年10月20日公布～


